






第12 リプライ、リツイート及びフォローの制限

公式ツイッタ－からのリプライ、リツイート及びフォローは行わない。

第13 公式アカウントの停止又は削除

公式ツイッターの運用が困難になった場合は、公式アカウントの停止又は削除を

行い、その旨を県警ホームページにおいて公表する。

第14 通報等に対する措置等

公式ツイッターに寄せられた通報、相談、意見、要望、苦情その他の情報提供等

には原則として対応しないものとする。ただし、寄せられた情報が自殺予告事案や

犯行予告事案その他緊急の対応を要する事案に係る情報である場合には、当該事案

を生活安全部サイバー犯罪対策課長及び本部主管所属長に即報すること。

なお、上記通報等の確認は、平日の執務時間内においては、適宜、広報係が広報

室設置の専用パソコンでこれを行い、当直時間中においては、本部総合当直勤務員

が、適宜、総合当直執務室設置のパソコンでこれを行う。

第15 安全対策

１ ＩＤ及びパスワードの管理

公式アカウントのＩＤ及びパスワードについては、パスワード等管理簿（別記様

式２）に記載して管理し、指定された管理者（以下「パスワード管理者」という。）

以外には使用させないこと。

２ パスワード管理者

広報広聴課長及び情報管理課長がそれぞれ指定する者とする。

３ パスワードについては８桁以上の英数字（英字にあっては大文字及び小文字を混

在させたものとする。）を用いること。

４ パスワードの変更

パスワードの変更は、運用管理者である広報広聴課長が適宜、必要に応じて行い、

パスワード等管理簿に確実に記載するとともに、変更したパスワードを他のパスワ

ード管理者に通知し、情報共有を図ること。

第16 基本原則

１ 警察職員としての自覚と責任を持ち、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

をはじめとする関係法令及び群馬県警察の処務に関する訓令（平成１１年３月１５

日付け本部訓令第７号）並びに各種情報管理に関する規程等を遵守すること。

２ ツイッターの持つ即時性・広域性等の特性を生かした広報活動の推進に努めること。

３ 広報記事の発信は、正確かつ迅速に行うこと。

４ 掲載に際しては、著作権等知的財産権について十分配慮し、適切に取り扱うこと。

第17 協議事項

この要領に定めていないことについては、広報係と情報を発信する各所属とが協

議して定める。

附 則

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。

別記様式省略






